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議案第１号  

 

令和８年度徳島市一般会計予算 

 

令和８年度徳島市の一般会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１２３，１４０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債

務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第３表 地

方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，３，０００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の同一款内での各項の経費の金額を流用することができる場合は，各項に計上した給

料，職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じたときと定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

43,863,412１ 市 税

20,049,469１ 市 民 税

18,419,976２ 固 定 資 産 税

856,046３ 軽 自 動 車 税

1,733,687４ た ば こ 税

2,804,234５ 都 市 計 画 税

654,879２ 地 方 譲 与 税

124,000１ 地 方 揮 発 油 譲 与 税

480,000２ 自 動 車 重 量 譲 与 税

50,719３ 森 林 環 境 譲 与 税

160４ 特 別 と ん 譲 与 税

249,000３ 利 子 割 交 付 金

249,000１ 利 子 割 交 付 金

641,000４ 配 当 割 交 付 金

641,000１ 配 当 割 交 付 金

848,000５ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

848,000１ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

款 項 金 額

715,000６ 法 人 事 業 税 交 付 金

715,000１ 法 人 事 業 税 交 付 金

7,450,000７ 地 方 消 費 税 交 付 金

7,450,000１ 地 方 消 費 税 交 付 金

25,000８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

25,000１ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

3,900９ 環 境 性 能 割 交 付 金

3,900１ 環 境 性 能 割 交 付 金

290,45310 地 方 特 例 交 付 金

289,200１ 地 方 特 例 交 付 金

1,253２ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金

12,499,00011 地 方 交 付 税

12,499,000１ 地 方 交 付 税

40,00012 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

40,000１ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

230,91813 分 担 金 及 び 負 担 金

230,918１ 負 担 金

1,419,53914 使 用 料 及 び 手 数 料

921,048１ 使 用 料

－ 4 －



第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

43,863,412１ 市 税

20,049,469１ 市 民 税

18,419,976２ 固 定 資 産 税

856,046３ 軽 自 動 車 税

1,733,687４ た ば こ 税

2,804,234５ 都 市 計 画 税

654,879２ 地 方 譲 与 税

124,000１ 地 方 揮 発 油 譲 与 税

480,000２ 自 動 車 重 量 譲 与 税

50,719３ 森 林 環 境 譲 与 税

160４ 特 別 と ん 譲 与 税

249,000３ 利 子 割 交 付 金

249,000１ 利 子 割 交 付 金

641,000４ 配 当 割 交 付 金

641,000１ 配 当 割 交 付 金

848,000５ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

848,000１ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

款 項 金 額

715,000６ 法 人 事 業 税 交 付 金

715,000１ 法 人 事 業 税 交 付 金

7,450,000７ 地 方 消 費 税 交 付 金

7,450,000１ 地 方 消 費 税 交 付 金

25,000８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

25,000１ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

3,900９ 環 境 性 能 割 交 付 金

3,900１ 環 境 性 能 割 交 付 金

290,45310 地 方 特 例 交 付 金

289,200１ 地 方 特 例 交 付 金

1,253２ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金

12,499,00011 地 方 交 付 税

12,499,000１ 地 方 交 付 税

40,00012 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

40,000１ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

230,91813 分 担 金 及 び 負 担 金

230,918１ 負 担 金

1,419,53914 使 用 料 及 び 手 数 料

921,048１ 使 用 料

－ 5 －



款 項 金 額

498,491２ 手 数 料

27,337,42415 国 庫 支 出 金

22,543,501１ 国 庫 負 担 金

4,734,055２ 国 庫 補 助 金

59,868３ 国 庫 委 託 金

10,618,04016 県 支 出 金

7,162,415１ 県 負 担 金

2,966,430２ 県 補 助 金

489,195３ 県 委 託 金

229,69817 財 産 収 入

140,813１ 財 産 運 用 収 入

88,885２ 財 産 売 払 収 入

1,115,09018 寄 附 金

1,115,090１ 寄 附 金

3,226,95719 繰 入 金

3,221,368１ 基 金 繰 入 金

5,589２ 特 別 会 計 繰 入 金

1,724,49020 諸 収 入

21,000１ 延 滞 金

63,336２ 預 金 利 子

款 項 金 額

735,746３ 貸 付 金 元 利 収 入

63,000４ 受 託 事 業 収 入

841,408５ 雑 入

9,958,20021 市 債

9,958,200１ 市 債

123,140,000歳 入 合 計
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歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

538,002１ 議 会 費

538,002１ 議 会 費

10,350,799２ 総 務 費

7,651,529１ 総 務 管 理 費

1,633,682２ 徴 税 費

781,932３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

137,696４ 選 挙 費

60,990５ 統 計 調 査 費

84,970６ 監 査 委 員 費

59,101,238３ 民 生 費

27,036,394１ 社 会 福 祉 費

20,842,453２ 児 童 福 祉 費

11,222,048３ 生 活 保 護 費

343４ 災 害 救 助 費

11,420,332４ 衛 生 費

5,991,370１ 保 健 衛 生 費

5,428,962２ 清 掃 費

64,869５ 労 働 費

款 項 金 額

64,869１ 労 働 諸 費

1,978,273６ 農 林 水 産 業 費

461,575１ 農 林 水 産 業 費

1,516,698２ 農 地 費

1,706,355７ 商 工 費

1,706,355１ 商 工 費

13,309,791８ 土 木 費

316,078１ 土 木 管 理 費

3,006,168２ 道 路 橋 り ょ う 費

1,378,857３ 河 川 及 び 排 水 施 設 費

2,616４ 港 湾 費

7,713,109５ 都 市 計 画 費

892,963６ 住 宅 費

3,252,331９ 消 防 費

3,252,331１ 消 防 費

12,275,85610 教 育 費

1,335,786１ 教 育 総 務 費

1,945,312２ 小 学 校 費

2,388,973３ 中 学 校 費

1,337,605４ 高 等 学 校 費
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1,337,605４ 高 等 学 校 費
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款 項 金 額

1,073,655５ 幼 稚 園 費

2,132,706６ 学 校 給 食 費

1,219,404７ 社 会 教 育 費

842,415８ 保 健 体 育 費

30,00011 災 害 復 旧 費

23,000１ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

7,000２ 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

9,062,15412 公 債 費

9,062,154１ 公 債 費

50,00013 予 備 費

50,000１ 予 備 費

123,140,000歳 出 合 計

認 定 こ ど も 園 整 備 事 業 1,797,602

戸 籍 附 票 旧 氏 記 載 対 応 事 業 6,050

知 事 選 挙 及 び 県 議 会 議 員 選 挙 執 行 事 業

市 議 会 議 員 選 挙 執 行 事 業

15,708

19,800福 祉 医 療 シ ス テ ム 整 備 事 業

障 害 福 祉 シ ス テ ム 整 備 事 業 12,342

31,132

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

第２表
（単位　千円）

事 項

66,761

限 度 額

個 人 住 民 税 課 税 資 料 処 理 業 務 委 託 事 業 84,824

じ ん 芥 処 理 車 両 整 備 事 業 24,293

生 活 保 護 シ ス テ ム 整 備 事 業 144,980

個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 業

230,000

漁 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 580

東部環境事業所焼却炉運転管理業務委託事業 931,700

令 和 ９ 年 度 及 び 令 和 10 年 度 ま で

市 バ ス 路 線 整 理 ・ 再 編 推 進 事 業 4,220令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

企 業 誘 致 ・ 雇 用 拡 大 等 推 進 事 業 54,000

排 水 機 場 長 寿 命 化 事 業

市 営 住 宅 管 理 シ ス テ ム 整 備 事 業 113,653

市営住宅管理システム移行データ作成事業 6,193

市 営 住 宅 関 係 印 刷 業 務 委 託 事 業 52,549

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で

債務負担行為

期 間

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 15 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 16 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で
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款 項 金 額

1,073,655５ 幼 稚 園 費

2,132,706６ 学 校 給 食 費

1,219,404７ 社 会 教 育 費

842,415８ 保 健 体 育 費

30,00011 災 害 復 旧 費

23,000１ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

7,000２ 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

9,062,15412 公 債 費

9,062,154１ 公 債 費

50,00013 予 備 費

50,000１ 予 備 費

123,140,000歳 出 合 計

認 定 こ ど も 園 整 備 事 業 1,797,602

戸 籍 附 票 旧 氏 記 載 対 応 事 業 6,050

知 事 選 挙 及 び 県 議 会 議 員 選 挙 執 行 事 業

市 議 会 議 員 選 挙 執 行 事 業

15,708

19,800福 祉 医 療 シ ス テ ム 整 備 事 業

障 害 福 祉 シ ス テ ム 整 備 事 業 12,342

31,132

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

第２表
（単位　千円）

事 項

66,761

限 度 額

個 人 住 民 税 課 税 資 料 処 理 業 務 委 託 事 業 84,824

じ ん 芥 処 理 車 両 整 備 事 業 24,293

生 活 保 護 シ ス テ ム 整 備 事 業 144,980

個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 業

230,000

漁 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 580

東部環境事業所焼却炉運転管理業務委託事業 931,700

令 和 ９ 年 度 及 び 令 和 10 年 度 ま で

市 バ ス 路 線 整 理 ・ 再 編 推 進 事 業 4,220令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

企 業 誘 致 ・ 雇 用 拡 大 等 推 進 事 業 54,000

排 水 機 場 長 寿 命 化 事 業

市 営 住 宅 管 理 シ ス テ ム 整 備 事 業 113,653

市営住宅管理システム移行データ作成事業 6,193

市 営 住 宅 関 係 印 刷 業 務 委 託 事 業 52,549

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で

債務負担行為

期 間

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 15 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 16 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

－ 11 －



79,144

屋 内 運 動 場 空 調 設 備 整 備 事 業 30,434

事 項

消 防 ポ ン プ 自 動 車 等 整 備 事 業

学 校 施 設 Ｌ Ｅ Ｄ 整 備 事 業 1,199,275

中 学 校 教 師 用 教 科 書 購 入 事 業 2,046

徳 島 中 学 校 大 規 模 改 修 事 業 52,008

川 内 中 学 校 長 寿 命 化 改 修 事 業 7,499

国 府 中 学 校 長 寿 命 化 改 修 事 業 154,962

学 校 給 食 調 理 業 務 民 間 委 託 事 業 1,153,747

限 度 額

令 和 ８ 年 度 及 び 令 和 ９ 年 度 ま で

期 間

令 和 ８ 年 度 及 び 令 和 ９ 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 及 び 令 和 ９ 年 度 ま で

令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で

令 和 ８ 年 度 及 び 令 和 ９ 年 度 ま で

　 　借入年度から据置期間を含め, 令和39年度以内に元利

 　均等償還。ただし，政府資金については融資条件により，

 　銀行その他については融資条件があるときはこれによる

　 ことができる。

 　　市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，

　 若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

農 林 業 振 興 事 業

庁 舎 改 修 事 業

農 地 施 設 整 備 事 業

コミュニティセンター整備事業 33,500 又 は

児 童 館 整 備 事 業 4,800

生 涯 福 祉 セ ン タ ー 整 備 事 業 13,200

8,500

4,000

一般廃棄物中間処理施設整備推進事業 6,200

証 券 発 行

教育・保育施設等整備費補助事業 12,400

高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 事 業 13,400

利 率

デ ジ タ ル 関 係 整 備 事 業
普 通 貸 借 　 5.0％以内

 ( ただし，利率
 見直し方式で借
 り入れる資金に
 ついて，利率の
 見直しを行った
 後においては，
 当該見直し後の
 利率）

認 定 こ ど も 園 整 備 事 業 176,800

水 道 事 業 会 計 出 資 162,800

清 掃 運 搬 施 設 整 備 事 業

葬 斎 場 整 備 事 業 66,500

償 還 の 方 法

（単位　千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法

1,128,700

し 尿 処 理 施 設 整 備 事 業 49,200

44,600

保 育 所 整 備 事 業

第３表 地　方　債

199,400

廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 427,000

観 光 施 設 整 備 事 業 77,800

220,500
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　 　借入年度から据置期間を含め, 令和39年度以内に元利

 　均等償還。ただし，政府資金については融資条件により，

 　銀行その他については融資条件があるときはこれによる

　 ことができる。

 　　市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，

　 若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

農 林 業 振 興 事 業

庁 舎 改 修 事 業

農 地 施 設 整 備 事 業

コミュニティセンター整備事業 33,500 又 は

児 童 館 整 備 事 業 4,800

生 涯 福 祉 セ ン タ ー 整 備 事 業 13,200

8,500

4,000

一般廃棄物中間処理施設整備推進事業 6,200

証 券 発 行

教育・保育施設等整備費補助事業 12,400

高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 事 業 13,400

利 率

デ ジ タ ル 関 係 整 備 事 業
普 通 貸 借 　 5.0％以内

 ( ただし，利率
 見直し方式で借
 り入れる資金に
 ついて，利率の
 見直しを行った
 後においては，
 当該見直し後の
 利率）

認 定 こ ど も 園 整 備 事 業 176,800

水 道 事 業 会 計 出 資 162,800

清 掃 運 搬 施 設 整 備 事 業

葬 斎 場 整 備 事 業 66,500

償 還 の 方 法

（単位　千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法

1,128,700

し 尿 処 理 施 設 整 備 事 業 49,200

44,600

保 育 所 整 備 事 業

第３表 地　方　債

199,400

廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 427,000

観 光 施 設 整 備 事 業 77,800

220,500
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償 還 の 方 法

河 川 事 業 80,900

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率

社 会 体 育 施 設 整 備 事 業 357,700

動 物 園 施 設 整 備 事 業 4,800

幼 稚 園 施 設 整 備 事 業 69,600

学 校 給 食 施 設 整 備 事 業 10,200

消 防 施 設 整 備 事 業 214,700

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 14,100

小 学 校 施 設 整 備 事 業 559,500

中 学 校 施 設 整 備 事 業 1,126,700

排 水 施 設 整 備 事 業 696,000

都 市 計 画 事 業 1,935,100

公 営 住 宅 建 設 事 業 255,200

1,560,300

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 10,500

限 度 額

高 等 学 校 施 設 整 備 事 業 383,600

道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業

災 害 復 旧 事 業 30,000

 

 

 

 

 

 

令和８年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算 

－ 14 －



償 還 の 方 法

河 川 事 業 80,900

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率

社 会 体 育 施 設 整 備 事 業 357,700

動 物 園 施 設 整 備 事 業 4,800

幼 稚 園 施 設 整 備 事 業 69,600

学 校 給 食 施 設 整 備 事 業 10,200

消 防 施 設 整 備 事 業 214,700

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 14,100

小 学 校 施 設 整 備 事 業 559,500

中 学 校 施 設 整 備 事 業 1,126,700

排 水 施 設 整 備 事 業 696,000

都 市 計 画 事 業 1,935,100

公 営 住 宅 建 設 事 業 255,200

1,560,300

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 10,500

限 度 額

高 等 学 校 施 設 整 備 事 業 383,600

道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業

災 害 復 旧 事 業 30,000
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－ 15 －



議案第２号  

 

令和８年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の国民健康保険事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２３，５９９，９７４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，３，０００，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠  藤  彰  良 
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議案第２号  

 

令和８年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の国民健康保険事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２３，５９９，９７４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，３，０００，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠  藤  彰  良 
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第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

3,899,665１ 国 民 健 康 保 険 料

3,899,665１ 国 民 健 康 保 険 料

1,345２ 使 用 料 及 び 手 数 料

1,345１ 手 数 料

8,318３ 国 庫 支 出 金

8,318１ 国 庫 補 助 金

16,912,195４ 県 支 出 金

16,912,195１ 県 補 助 金

3,427５ 財 産 収 入

3,427１ 財 産 運 用 収 入

2,715,206６ 繰 入 金

2,685,206１ 一 般 会 計 繰 入 金

30,000２ 基 金 繰 入 金

30,006７ 諸 収 入

200１ 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料

29,806２ 雑 入

29,812８ 繰 越 金

款 項 金 額

29,812１ 繰 越 金

23,599,974歳 入 合 計
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第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

3,899,665１ 国 民 健 康 保 険 料

3,899,665１ 国 民 健 康 保 険 料

1,345２ 使 用 料 及 び 手 数 料

1,345１ 手 数 料

8,318３ 国 庫 支 出 金

8,318１ 国 庫 補 助 金

16,912,195４ 県 支 出 金

16,912,195１ 県 補 助 金

3,427５ 財 産 収 入

3,427１ 財 産 運 用 収 入

2,715,206６ 繰 入 金

2,685,206１ 一 般 会 計 繰 入 金

30,000２ 基 金 繰 入 金

30,006７ 諸 収 入

200１ 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料

29,806２ 雑 入

29,812８ 繰 越 金

款 項 金 額

29,812１ 繰 越 金

23,599,974歳 入 合 計

－ 19 －



歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

703,115１ 総 務 費

703,115１ 総 務 管 理 費

16,617,138２ 保 険 給 付 費

16,617,138１ 保 険 給 付 費

5,967,029３ 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金

4,181,889１ 医 療 給 付 費 分

1,252,088２ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分

412,884３ 介 護 納 付 金 分

120,168４ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分

262,440４ 保 健 事 業 費

178,730１ 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費

83,710２ 保 健 事 業 費

3,427５ 基 金 積 立 金

3,427１ 基 金 積 立 金

1,000６ 公 債 費

1,000１ 公 債 費

35,825７ 諸 支 出 金

35,825１ 諸 支 出 金

款 項 金 額

10,000８ 予 備 費

10,000１ 予 備 費

23,599,974歳 出 合 計

－ 20 －



歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

703,115１ 総 務 費

703,115１ 総 務 管 理 費

16,617,138２ 保 険 給 付 費

16,617,138１ 保 険 給 付 費

5,967,029３ 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金

4,181,889１ 医 療 給 付 費 分

1,252,088２ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分

412,884３ 介 護 納 付 金 分

120,168４ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分

262,440４ 保 健 事 業 費

178,730１ 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費

83,710２ 保 健 事 業 費

3,427５ 基 金 積 立 金

3,427１ 基 金 積 立 金

1,000６ 公 債 費

1,000１ 公 債 費

35,825７ 諸 支 出 金

35,825１ 諸 支 出 金

款 項 金 額

10,000８ 予 備 費

10,000１ 予 備 費

23,599,974歳 出 合 計

－ 21 －



 

 

 

 

 

 

令和８年度徳島市食肉センター事業特別会計予算 

－ 22 －



 

 

 

 

 

 

令和８年度徳島市食肉センター事業特別会計予算 

－ 23 －



議案第３号  

 

令和８年度徳島市食肉センター事業特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の食肉センター事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２３１，８８５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び

償還の方法は，「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１００，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

 

－ 24 －



議案第３号  

 

令和８年度徳島市食肉センター事業特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の食肉センター事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２３１，８８５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び

償還の方法は，「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１００，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

 

－ 25 －



第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

141１ 事 業 収 入

141１ 諸 収 入

10,000２ 県 支 出 金

10,000１ 県 補 助 金

120,044３ 繰 入 金

120,044１ 一 般 会 計 繰 入 金

101,700４ 市 債

101,700１ 市 債

231,885歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

231,576１ 事 業 費

192,528１ 事 業 費

39,048２ 公 債 費

9２ 諸 支 出 金

9１ 諸 支 出 金

300３ 予 備 費

300１ 予 備 費

231,885歳 出 合 計

－ 26 －



第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

141１ 事 業 収 入

141１ 諸 収 入

10,000２ 県 支 出 金

10,000１ 県 補 助 金

120,044３ 繰 入 金

120,044１ 一 般 会 計 繰 入 金

101,700４ 市 債

101,700１ 市 債

231,885歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

231,576１ 事 業 費

192,528１ 事 業 費

39,048２ 公 債 費

9２ 諸 支 出 金

9１ 諸 支 出 金

300３ 予 備 費

300１ 予 備 費

231,885歳 出 合 計

－ 27 －



利 率 償 還 の 方 法起債の方法

証 券 発 行

　 　借入年度から据置期間を含め, 令和39年度以内に元利

 　均等償還。ただし，政府資金については融資条件により，

 　銀行その他については融資条件があるときはこれによる

　 ことができる。

 　　市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，

　 若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

　 5.0％以内
 ( ただし，利率
 見直し方式で借
 り入れる資金に
 ついて，利率の
 見直しを行った
 後においては，
 当該見直し後の
 利率）

（単位　千円）

普 通 貸 借

又 は

第２表

起 債 の 目 的 限 度 額

地　方　債

101,700と 畜 場 整 備 事 業

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 徳 島 市 奨 学 事 業 特 別 会 計 予 算 

－ 28 －



利 率 償 還 の 方 法起債の方法

証 券 発 行

　 　借入年度から据置期間を含め, 令和39年度以内に元利

 　均等償還。ただし，政府資金については融資条件により，

 　銀行その他については融資条件があるときはこれによる

　 ことができる。

 　　市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し，

　 若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

　 5.0％以内
 ( ただし，利率
 見直し方式で借
 り入れる資金に
 ついて，利率の
 見直しを行った
 後においては，
 当該見直し後の
 利率）

（単位　千円）

普 通 貸 借

又 は

第２表

起 債 の 目 的 限 度 額

地　方　債

101,700と 畜 場 整 備 事 業

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 徳 島 市 奨 学 事 業 特 別 会 計 予 算 

－ 29 －



議案第４号  

 

令和８年度徳島市奨学事業特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の奨学事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１６，８７５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

－ 30 －



議案第４号  

 

令和８年度徳島市奨学事業特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の奨学事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１６，８７５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

－ 31 －



第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

9,212１ 奨 学 事 業 収 入

9,212１ 奨 学 事 業 収 入

7,663２ 繰 越 金

7,663１ 繰 越 金

16,875歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

11,283１ 奨 学 事 業 費

11,283１ 貸 付 事 業 費

3２ 公 債 費

3１ 公 債 費

5,589３ 諸 支 出 金

5,589１ 繰 出 金

16,875歳 出 合 計

－ 32 －



第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

9,212１ 奨 学 事 業 収 入

9,212１ 奨 学 事 業 収 入

7,663２ 繰 越 金

7,663１ 繰 越 金

16,875歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

11,283１ 奨 学 事 業 費

11,283１ 貸 付 事 業 費

3２ 公 債 費

3１ 公 債 費

5,589３ 諸 支 出 金

5,589１ 繰 出 金

16,875歳 出 合 計

－ 33 －



 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 徳 島 市 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算 

－ 34 －



 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 徳 島 市 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算 
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議案第５号  

 

令和８年度徳島市土地取得事業特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の土地取得事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４６３，１７２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

－ 36 －



議案第５号  

 

令和８年度徳島市土地取得事業特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の土地取得事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ４６３，１７２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

－ 37 －



第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

443,134１ 事 業 収 入

443,134１ 貸 付 金 元 利 収 入

20,038２ 諸 収 入

20,038１ 諸 収 入

463,172歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

443,134１ 事 業 費

441,369１ 貸 付 金

1,765２ 公 債 費

20,038２ 諸 支 出 金

20,038１ 諸 支 出 金

463,172歳 出 合 計

－ 38 －



第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

443,134１ 事 業 収 入

443,134１ 貸 付 金 元 利 収 入

20,038２ 諸 収 入

20,038１ 諸 収 入

463,172歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

443,134１ 事 業 費

441,369１ 貸 付 金

1,765２ 公 債 費

20,038２ 諸 支 出 金

20,038１ 諸 支 出 金

463,172歳 出 合 計

－ 39 －



 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 徳 島 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 

－ 40 －



 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 徳 島 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 

－ 41 －



議案第６号  

 

令和８年度徳島市介護保険事業特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の介護保険事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２８，２８５，７９４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，２，０００，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

－ 42 －



議案第６号  

 

令和８年度徳島市介護保険事業特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の介護保険事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２８，２８５，７９４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，２，０００，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

－ 43 －



第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

5,355,376１ 介 護 保 険 料

5,355,376１ 介 護 保 険 料

50２ 使 用 料 及 び 手 数 料

50１ 手 数 料

6,681,926３ 国 庫 支 出 金

4,892,203１ 国 庫 負 担 金

1,789,723２ 国 庫 補 助 金

7,333,725４ 支 払 基 金 交 付 金

7,333,725１ 支 払 基 金 交 付 金

3,838,575５ 県 支 出 金

3,697,176１ 県 負 担 金

141,399２ 県 補 助 金

8,759６ 財 産 収 入

8,759１ 財 産 運 用 収 入

5,067,283７ 繰 入 金

4,637,629１ 一 般 会 計 繰 入 金

429,654２ 基 金 繰 入 金

款 項 金 額

100８ 諸 収 入

100１ 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料

28,285,794歳 入 合 計

－ 44 －



第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

5,355,376１ 介 護 保 険 料

5,355,376１ 介 護 保 険 料

50２ 使 用 料 及 び 手 数 料

50１ 手 数 料

6,681,926３ 国 庫 支 出 金

4,892,203１ 国 庫 負 担 金

1,789,723２ 国 庫 補 助 金

7,333,725４ 支 払 基 金 交 付 金

7,333,725１ 支 払 基 金 交 付 金

3,838,575５ 県 支 出 金

3,697,176１ 県 負 担 金

141,399２ 県 補 助 金

8,759６ 財 産 収 入

8,759１ 財 産 運 用 収 入

5,067,283７ 繰 入 金

4,637,629１ 一 般 会 計 繰 入 金

429,654２ 基 金 繰 入 金

款 項 金 額

100８ 諸 収 入

100１ 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料

28,285,794歳 入 合 計
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歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

831,630１ 総 務 費

831,630１ 総 務 管 理 費

26,428,859２ 保 険 給 付 費

26,428,859１ 介 護 サ ー ビ ス 費

991,877３ 地 域 支 援 事 業 費

733,364１ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活

支 援 総 合 事 業 費

258,513２ 包 括 的 支 援 ・ 任 意 事 業 費

8,759４ 基 金 積 立 金

8,759１ 基 金 積 立 金

2,000５ 公 債 費

2,000１ 公 債 費

12,669６ 諸 支 出 金

12,669１ 諸 支 出 金

10,000７ 予 備 費

10,000１ 予 備 費

28,285,794歳 出 合 計
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歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

831,630１ 総 務 費

831,630１ 総 務 管 理 費

26,428,859２ 保 険 給 付 費

26,428,859１ 介 護 サ ー ビ ス 費

991,877３ 地 域 支 援 事 業 費

733,364１ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活

支 援 総 合 事 業 費

258,513２ 包 括 的 支 援 ・ 任 意 事 業 費

8,759４ 基 金 積 立 金

8,759１ 基 金 積 立 金

2,000５ 公 債 費

2,000１ 公 債 費

12,669６ 諸 支 出 金

12,669１ 諸 支 出 金

10,000７ 予 備 費

10,000１ 予 備 費

28,285,794歳 出 合 計
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議案第７号  

 

令和８年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５，４４１，０６５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債

務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５００，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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議案第７号  

 

令和８年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５，４４１，０６５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債

務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５００，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

4,118,322１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

4,118,322１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

12２ 使 用 料 及 び 手 数 料

12１ 手 数 料

1,314,124３ 繰 入 金

1,314,124１ 一 般 会 計 繰 入 金

8,607４ 諸 収 入

8,203１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

404２ 雑 入

5,441,065歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

198,458１ 総 務 費

190,149１ 総 務 管 理 費

8,309２ 徴 収 費

5,224,404２ 後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 納 付 金

5,224,404１ 後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 納 付 金

8,203３ 諸 支 出 金

8,203１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

10,000４ 予 備 費

10,000１ 予 備 費

5,441,065歳 出 合 計
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第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

4,118,322１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

4,118,322１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

12２ 使 用 料 及 び 手 数 料

12１ 手 数 料

1,314,124３ 繰 入 金

1,314,124１ 一 般 会 計 繰 入 金

8,607４ 諸 収 入

8,203１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

404２ 雑 入

5,441,065歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

198,458１ 総 務 費

190,149１ 総 務 管 理 費

8,309２ 徴 収 費

5,224,404２ 後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 納 付 金

5,224,404１ 後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 納 付 金

8,203３ 諸 支 出 金

8,203１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

10,000４ 予 備 費

10,000１ 予 備 費

5,441,065歳 出 合 計
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第２表 債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

（単位　千円）

封 入 封 緘 業 務 委 託 事 業 令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 12 年 度 ま で 9,935

簡 易 申 告 書 等 作 成 事 業 令 和 ９ 年 度 か ら 令 和 12 年 度 ま で 2,017

 

 

 

 

 

 

令和８年度徳島市 職員給与等支払 特別会計予算 

－ 52 －
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議案第８号  

 

令和８年度徳島市職員給与等支払特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の職員給与等支払特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１７，８５０，５９６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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議案第８号  

 

令和８年度徳島市職員給与等支払特別会計予算  

 

令和８年度徳島市の職員給与等支払特別会計の予算は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１７，８５０，５９６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

17,850,596１ 振 替 収 入

17,850,596１ 振 替 収 入

17,850,596歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

17,850,596１ 給 与 等 支 払 費

17,850,596１ 給 与 等 支 払 費

17,850,596歳 出 合 計
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第１表 歳入歳出予算

歳 入
(単位 千円)

款 項 金 額

17,850,596１ 振 替 収 入

17,850,596１ 振 替 収 入

17,850,596歳 入 合 計

歳 出

(単位 千円)

款 項 金 額

17,850,596１ 給 与 等 支 払 費

17,850,596１ 給 与 等 支 払 費

17,850,596歳 出 合 計
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議案第９号  

 

令和８年度徳島市中央卸売市場事業会計予算  

 

（総 則） 

第１条 令和８年度中央卸売市場事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

⑴ 取 扱 量 

ア 水 産 物 １７，０００トン 

イ 青 果 物 ５９，０００トン 

⑵ 主要な建設改良事業 

 発泡スチロール破砕機改修工事       ２３，１４４千円 

 低温売場冷蔵設備取替工事         ３３，９０２千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収       入 

第１款  市 場 事 業 収 益 ６０９，６７９千円 

第１項  営 業 収 益 ４４９，２４６千円 

第２項  営 業 外 収 益 １６０，４３３千円 

支       出 

第１款  市 場 事 業 費 用 ６１８，４７１千円 

第１項  営 業 費 用 ６０４，２９５千円 

第２項  営 業 外 費 用 １３，１７６千円 

第３項  予 備 費 １，０００千円 
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議案第９号  

 

令和８年度徳島市中央卸売市場事業会計予算  

 

（総 則） 

第１条 令和８年度中央卸売市場事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

⑴ 取 扱 量 

ア 水 産 物 １７，０００トン 

イ 青 果 物 ５９，０００トン 

⑵ 主要な建設改良事業 

 発泡スチロール破砕機改修工事       ２３，１４４千円 

 低温売場冷蔵設備取替工事         ３３，９０２千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収       入 

第１款  市 場 事 業 収 益 ６０９，６７９千円 

第１項  営 業 収 益 ４４９，２４６千円 

第２項  営 業 外 収 益 １６０，４３３千円 

支       出 

第１款  市 場 事 業 費 用 ６１８，４７１千円 

第１項  営 業 費 用 ６０４，２９５千円 

第２項  営 業 外 費 用 １３，１７６千円 

第３項  予 備 費 １，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６６，２９１千円は，当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額５，８６９千円，過年度分損益勘定留保資金５９，９６５千円及び減債積立金４５７千円で補てんするものとする。） 

収       入 

第１款  資 本 的 収 入 １，７３２千円 

第１項  出 資 金 １，７３２千円 

支       出 

第１款  資 本 的 支 出 ６８，０２３千円 

第１項  建 設 改 良 費 ６４，５５９千円 

第２項  企 業 債 償 還 金 ３，４６４千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 職員給与費１２１，３０６千円については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に

流用する場合は，議会の議決を経なければならない。 

（他会計からの補助金） 

第６条 行政監督等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，１４２，３３０千円である。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６６，２９１千円は，当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額５，８６９千円，過年度分損益勘定留保資金５９，９６５千円及び減債積立金４５７千円で補てんするものとする。） 

収       入 

第１款  資 本 的 収 入 １，７３２千円 

第１項  出 資 金 １，７３２千円 

支       出 

第１款  資 本 的 支 出 ６８，０２３千円 

第１項  建 設 改 良 費 ６４，５５９千円 

第２項  企 業 債 償 還 金 ３，４６４千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 職員給与費１２１，３０６千円については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に

流用する場合は，議会の議決を経なければならない。 

（他会計からの補助金） 

第６条 行政監督等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，１４２，３３０千円である。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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議案第１０号  

 

令和８年度徳島市商業観光施設事業会計予算  

 

（総 則） 

第１条 令和８年度商業観光施設事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

１ ロ ー プ ウ エ イ 

⑴ 普 通 索 道 

ア 年 間 使 用 搬 器 数 ６３，０００器 

イ 年 間 総 利 用 人 数 １８３，０００人 

ウ 一 日 平 均 利 用 人 数 ５０１人 

２ 駐 車 場 

⑴ 新 町 地 下 駐 車 場 

ア 駐 車 台 数 １３３台 

イ 年 間 駐 車 台 数 ７３，０００台 

（ア） 普 通 駐 車 ５２，０００台 

（イ） 全 日 定 期 駐 車 ６，０００台 

（ウ） 夜 間 定 期 駐 車 ５，０００台 

（エ） 昼 間 定 期 駐 車 １０，０００台 

ウ 一 日 平 均 駐 車 台 数 ２００台 

（ア） 普 通 駐 車 １４３台 

（イ） 全 日 定 期 駐 車 １６台 

（ウ） 夜 間 定 期 駐 車 １４台 

（エ） 昼 間 定 期 駐 車 ２７台 
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議案第１０号  

 

令和８年度徳島市商業観光施設事業会計予算  

 

（総 則） 

第１条 令和８年度商業観光施設事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

１ ロ ー プ ウ エ イ 

⑴ 普 通 索 道 

ア 年 間 使 用 搬 器 数 ６３，０００器 

イ 年 間 総 利 用 人 数 １８３，０００人 

ウ 一 日 平 均 利 用 人 数 ５０１人 

２ 駐 車 場 

⑴ 新 町 地 下 駐 車 場 

ア 駐 車 台 数 １３３台 

イ 年 間 駐 車 台 数 ７３，０００台 

（ア） 普 通 駐 車 ５２，０００台 

（イ） 全 日 定 期 駐 車 ６，０００台 

（ウ） 夜 間 定 期 駐 車 ５，０００台 

（エ） 昼 間 定 期 駐 車 １０，０００台 

ウ 一 日 平 均 駐 車 台 数 ２００台 

（ア） 普 通 駐 車 １４３台 

（イ） 全 日 定 期 駐 車 １６台 

（ウ） 夜 間 定 期 駐 車 １４台 

（エ） 昼 間 定 期 駐 車 ２７台 
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⑵ 紺 屋 町 地 下 駐 車 場 

ア 駐 車 台 数 ２８７台 

イ 年 間 駐 車 台 数 ７９，０００台 

（ア） 普 通 駐 車 ４６，０００台 

（イ） 全 日 定 期 駐 車 １３，０００台 

（ウ） 夜 間 定 期 駐 車 ３，０００台 

（エ） 昼 間 定 期 駐 車 １７，０００台 

ウ 一 日 平 均 駐 車 台 数 ２１６台 

（ア） 普 通 駐 車 １２６台 

（イ） 全 日 定 期 駐 車 ３６台 

（ウ） 夜 間 定 期 駐 車 ８台 

（エ） 昼 間 定 期 駐 車 ４６台 

⑶ 徳島駅前西地下駐車場 

ア 駐 車 台 数 １５４台 

イ 年 間 駐 車 台 数 ２３０，０００台 

（ア） 普 通 駐 車 ２１５，０００台 

（イ） 泊 駐 車 １０，０００台 

（ウ） 夜 間 定 期 駐 車 ５，０００台 

ウ 一 日 平 均 駐 車 台 数 ６３０台 

（ア） 普 通 駐 車 ５８９台 

（イ） 泊 駐 車 ２７台 

（ウ） 夜 間 定 期 駐 車 １４台 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収       入 

第１款  商業観光施設事業収益 １９１，９７４千円 

第１項  索 道 営 業 収 益 ４４，６０７千円 

第２項  駐 車 場 営 業 収 益 １２２，３７８千円 

第３項  営 業 外 収 益         ２４，９８９千円 

支       出 

第１款  商業観光施設事業費用 ２３７，０００千円 

第１項  索 道 営 業 費 用 ７１，２５９千円 

第２項  駐 車 場 営 業 費 用 １５８，６８６千円 

第３項  営 業 外 費 用 ６，０５５千円 

第４項  予 備 費 １，０００千円 

（資本的支出） 

第４条 資本的支出の予定額は，次のとおりと定める。 

支       出 

第１款  資 本 的 支 出           ４，７８３千円 

第１項  企 業 債 償 還 金 ４，７８３千円 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は，４００，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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⑵ 紺 屋 町 地 下 駐 車 場 

ア 駐 車 台 数 ２８７台 

イ 年 間 駐 車 台 数 ７９，０００台 

（ア） 普 通 駐 車 ４６，０００台 

（イ） 全 日 定 期 駐 車 １３，０００台 

（ウ） 夜 間 定 期 駐 車 ３，０００台 

（エ） 昼 間 定 期 駐 車 １７，０００台 

ウ 一 日 平 均 駐 車 台 数 ２１６台 

（ア） 普 通 駐 車 １２６台 

（イ） 全 日 定 期 駐 車 ３６台 

（ウ） 夜 間 定 期 駐 車 ８台 

（エ） 昼 間 定 期 駐 車 ４６台 

⑶ 徳島駅前西地下駐車場 

ア 駐 車 台 数 １５４台 

イ 年 間 駐 車 台 数 ２３０，０００台 

（ア） 普 通 駐 車 ２１５，０００台 

（イ） 泊 駐 車 １０，０００台 

（ウ） 夜 間 定 期 駐 車 ５，０００台 

ウ 一 日 平 均 駐 車 台 数 ６３０台 

（ア） 普 通 駐 車 ５８９台 

（イ） 泊 駐 車 ２７台 

（ウ） 夜 間 定 期 駐 車 １４台 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収       入 

第１款  商業観光施設事業収益 １９１，９７４千円 

第１項  索 道 営 業 収 益 ４４，６０７千円 

第２項  駐 車 場 営 業 収 益 １２２，３７８千円 

第３項  営 業 外 収 益         ２４，９８９千円 

支       出 

第１款  商業観光施設事業費用 ２３７，０００千円 

第１項  索 道 営 業 費 用 ７１，２５９千円 

第２項  駐 車 場 営 業 費 用 １５８，６８６千円 

第３項  営 業 外 費 用 ６，０５５千円 

第４項  予 備 費 １，０００千円 

（資本的支出） 

第４条 資本的支出の予定額は，次のとおりと定める。 

支       出 

第１款  資 本 的 支 出           ４，７８３千円 

第１項  企 業 債 償 還 金 ４，７８３千円 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は，４００，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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令 和 ８ 年 度 徳 島 市 水 道 事 業 会 計 予 算 
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令 和 ８ 年 度 徳 島 市 水 道 事 業 会 計 予 算 
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議案第１１号  

 

令和８年度徳島市水道事業会計予算  

 

（総 則） 

第１条 令和８年度水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

⑴ 給 水 戸 数            １３１，５８２戸 

⑵ 年 間 総 配 水 量         ２９，２２６，０００㎥ 

⑶ 一 日 平 均 配 水 量             ８０，０７１㎥ 

⑷ 主要な建設改良事業 

原水及び浄水施設事業        ９６３，８６３千円 

配 水 施 設 事 業      １，９７２，１１３千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収       入 

第１款  水 道 事 業 収 益      ５，１７０，６９９千円 

第１項  営 業 収 益      ４，５７２，００８千円 

第２項  営 業 外 収 益        ５９５，５４０千円 

第３項  特 別 利 益          ３，１５１千円 

支       出 

第１款  水 道 事 業 費 用      ５，５００，９４２千円 

第１項  営 業 費 用      ５，０６４，０４７千円 

第２項  営 業 外 費 用        ４２９，１０８千円 

第３項  特 別 損 失          ５，７８７千円 

第４項  予 備 費          ２，０００千円 
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議案第１１号  

 

令和８年度徳島市水道事業会計予算  

 

（総 則） 

第１条 令和８年度水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

⑴ 給 水 戸 数            １３１，５８２戸 

⑵ 年 間 総 配 水 量         ２９，２２６，０００㎥ 

⑶ 一 日 平 均 配 水 量             ８０，０７１㎥ 

⑷ 主要な建設改良事業 

原水及び浄水施設事業        ９６３，８６３千円 

配 水 施 設 事 業      １，９７２，１１３千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収       入 

第１款  水 道 事 業 収 益      ５，１７０，６９９千円 

第１項  営 業 収 益      ４，５７２，００８千円 

第２項  営 業 外 収 益        ５９５，５４０千円 

第３項  特 別 利 益          ３，１５１千円 

支       出 

第１款  水 道 事 業 費 用      ５，５００，９４２千円 

第１項  営 業 費 用      ５，０６４，０４７千円 

第２項  営 業 外 費 用        ４２９，１０８千円 

第３項  特 別 損 失          ５，７８７千円 

第４項  予 備 費          ２，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２，４８８，４０９千円は，当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額１５４，７８３千円，当年度分損益勘定留保資金１，２５１，６５０千円及び減債積立金１，０８１，９７６千円

で補てんするものとする。） 

収       入 

第１款  資 本 的 収 入      １，７７９，３８１千円 

第１項  企 業 債      １，０１１，６００千円 

第２項  工 事 負 担 金        １５３，８２０千円 

第３項  加 入 金        １３７，３２４千円 

第４項  負 担 金         ４０，２０７千円 

第５項  県 補 助 金        ２６４，０８０千円 

第６項  固 定 資 産 売 却 代 金          ９，５５０千円 

第７項  他 会 計 出 資 金         １６２，８００千円 

支       出 

第１款  資 本 的 支 出      ４，２６７，７９０千円 

第１項  建 設 改 良 費      ３，０９３，０２８千円 

第２項  企 業 債 償 還 金      １，１６９，７６０千円 

第３項  県 補 助 金 返 還 金          ５，００２千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。 

事  項               期  間               限 度 額 

  設計積算システム整備事業     令和９年度から令和１３年度まで          １３，５５２千円 

 

 

 

 

 

 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利   率 償 還 の 方 法  

浄水施設改良事業   ３７０，６００千円 普通貸借又は証券発行 5.0％以内 

配 水 管 整 備 事 業 ６４１，０００千円 

   

   

 

 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は，５００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

⑴ 営 業 費 用 

⑵ 営 業 外 費 用 

⑶ 特 別 損 失 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくは，これら以外の経費の金額に流用し，又は

これら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。 

⑴ 職 員 給 与 費 １，１９２，３３３千円 

⑵ 交 際 費 ３００千円 

（他会計からの補助金） 

第10条 児童手当に要する経費のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，１４，５６５千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第11条 たな卸資産の購入限度額は，１０，０００千円と定める。 

 

 

ただし，利率見直し

方式で借り入れる資

金について，利率の見

直しを行った後にお

いては，当該見直し後

の利率 

据置を含め 40 年以内元利均等償還。ただ

し，融資先の条件に従うことができる。 

財政の都合により据置期間及び償還期限

を短縮し，若しくは，繰上償還又は低利に借

換えすることができる。 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２，４８８，４０９千円は，当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額１５４，７８３千円，当年度分損益勘定留保資金１，２５１，６５０千円及び減債積立金１，０８１，９７６千円

で補てんするものとする。） 

収       入 

第１款  資 本 的 収 入      １，７７９，３８１千円 

第１項  企 業 債      １，０１１，６００千円 

第２項  工 事 負 担 金        １５３，８２０千円 

第３項  加 入 金        １３７，３２４千円 

第４項  負 担 金         ４０，２０７千円 

第５項  県 補 助 金        ２６４，０８０千円 

第６項  固 定 資 産 売 却 代 金          ９，５５０千円 

第７項  他 会 計 出 資 金         １６２，８００千円 

支       出 

第１款  資 本 的 支 出      ４，２６７，７９０千円 

第１項  建 設 改 良 費      ３，０９３，０２８千円 

第２項  企 業 債 償 還 金      １，１６９，７６０千円 

第３項  県 補 助 金 返 還 金          ５，００２千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。 

事  項               期  間               限 度 額 

  設計積算システム整備事業     令和９年度から令和１３年度まで          １３，５５２千円 

 

 

 

 

 

 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利   率 償 還 の 方 法  

浄水施設改良事業   ３７０，６００千円 普通貸借又は証券発行 5.0％以内 

配 水 管 整 備 事 業 ６４１，０００千円 

   

   

 

 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は，５００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

⑴ 営 業 費 用 

⑵ 営 業 外 費 用 

⑶ 特 別 損 失 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくは，これら以外の経費の金額に流用し，又は

これら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。 

⑴ 職 員 給 与 費 １，１９２，３３３千円 

⑵ 交 際 費 ３００千円 

（他会計からの補助金） 

第10条 児童手当に要する経費のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，１４，５６５千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第11条 たな卸資産の購入限度額は，１０，０００千円と定める。 

 

 

ただし，利率見直し

方式で借り入れる資

金について，利率の見

直しを行った後にお

いては，当該見直し後

の利率 

据置を含め 40 年以内元利均等償還。ただ

し，融資先の条件に従うことができる。 

財政の都合により据置期間及び償還期限

を短縮し，若しくは，繰上償還又は低利に借

換えすることができる。 
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（重要な資産の取得） 

第12条 重要な資産の取得は，次のとおりとする。 

                     種    類              名    称                 数    量  

  １ 取 得 す る 資 産          機械及び装置         液体クロマトグラフ質量分析計            一   式 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 徳 島 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算 
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（重要な資産の取得） 

第12条 重要な資産の取得は，次のとおりとする。 

                     種    類              名    称                 数    量  

  １ 取 得 す る 資 産          機械及び装置         液体クロマトグラフ質量分析計            一   式 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 徳 島 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算 
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議案第１２号  

 

令和８年度徳島市公共下水道事業会計予算  

 

（総 則） 

第１条 令和８年度公共下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

⑴ 接 続 戸 数             ４８，１２２戸 

⑵ 年 間 総 処 理 水 量         ２４，６５３，５４３㎥ 

⑶ 一日平均処理水量             ６７，５４４㎥ 

⑷ 主要な建設改良事業 

下水道施設整備事業      ２，４５７，８３３千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。なお，営業費用のうち下水道修繕事業１５，０００千円の財源に充てるため，企業債１５，

０００千円を借り入れる。 

収       入 

第１款  下 水 道 事 業 収 益      ５，２２０，０４０千円 

第１項  営 業 収 益      ３，５９３，２４５千円 

第２項  営 業 外 収 益      １，６２６，６９５千円 

第３項  特 別 利 益            １００千円 

支       出 

第１款  下 水 道 事 業 費 用      ４，９１５，３０３千円 

第１項  営 業 費 用      ４，４９８，１６０千円 

第２項  営 業 外 費 用        ４１４，１４３千円 

第３項  特 別 損 失          １，０００千円 

第４項  予 備 費          ２，０００千円 
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議案第１２号  

 

令和８年度徳島市公共下水道事業会計予算  

 

（総 則） 

第１条 令和８年度公共下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

⑴ 接 続 戸 数             ４８，１２２戸 

⑵ 年 間 総 処 理 水 量         ２４，６５３，５４３㎥ 

⑶ 一日平均処理水量             ６７，５４４㎥ 

⑷ 主要な建設改良事業 

下水道施設整備事業      ２，４５７，８３３千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。なお，営業費用のうち下水道修繕事業１５，０００千円の財源に充てるため，企業債１５，

０００千円を借り入れる。 

収       入 

第１款  下 水 道 事 業 収 益      ５，２２０，０４０千円 

第１項  営 業 収 益      ３，５９３，２４５千円 

第２項  営 業 外 収 益      １，６２６，６９５千円 

第３項  特 別 利 益            １００千円 

支       出 

第１款  下 水 道 事 業 費 用      ４，９１５，３０３千円 

第１項  営 業 費 用      ４，４９８，１６０千円 

第２項  営 業 外 費 用        ４１４，１４３千円 

第３項  特 別 損 失          １，０００千円 

第４項  予 備 費          ２，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，０９２，９３６千円は，当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額１６８，９５１千円及び過年度分損益勘定留保資金９２３，９８５千円で補てんするものとする。） 

収       入 

第１款  資 本 的 収 入      ３，５９２，０３７千円 

第１項  企 業 債      ２，７９４，１００千円 

第２項  負 担 金         ３４，８３０千円 

第３項  補 助 金        ４０５，７５０千円 

第４項  他 会 計 出 資 金        ３５７，３５７千円 

支       出 

第１款  資 本 的 支 出      ４，６８４，９７３千円 

第１項  建 設 改 良 費      ２，４６３，７３６千円 

第２項  企 業 債 償 還 金      ２，２２１，２３７千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。 

起債の目的              限度額              起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

下 水 道 修 繕 事 業     １５，０００千円  普通貸借又は証券発行 5.0％以内 

 下 水 道 建 設 事 業 ２，７９４，１００千円 

 

 

 

 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は，５，０００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

⑴ 営 業 費 用 

⑵ 営 業 外 費 用 

ただし，利率見直し

方式で借り入れる資

金について，利率の見

直しを行った後にお

いては，当該見直し後

の利率 

据置を含め 40 年以内元利均等償還。ただ

し，融資先の条件に従うことができる。 

財政の都合により据置期間及び償還期限

を短縮し，若しくは，繰上償還又は低利に借

換えすることができる。 

⑶ 特 別 損 失 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 職員給与費７５９，８６４千円については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に

流用する場合は，議会の議決を経なければならない。 

（他会計からの補助金） 

第９条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，４８８，８７８千円である。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，０９２，９３６千円は，当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額１６８，９５１千円及び過年度分損益勘定留保資金９２３，９８５千円で補てんするものとする。） 

収       入 

第１款  資 本 的 収 入      ３，５９２，０３７千円 

第１項  企 業 債      ２，７９４，１００千円 

第２項  負 担 金         ３４，８３０千円 

第３項  補 助 金        ４０５，７５０千円 

第４項  他 会 計 出 資 金        ３５７，３５７千円 

支       出 

第１款  資 本 的 支 出      ４，６８４，９７３千円 

第１項  建 設 改 良 費      ２，４６３，７３６千円 

第２項  企 業 債 償 還 金      ２，２２１，２３７千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。 

起債の目的              限度額              起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

下 水 道 修 繕 事 業     １５，０００千円  普通貸借又は証券発行 5.0％以内 

 下 水 道 建 設 事 業 ２，７９４，１００千円 

 

 

 

 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は，５，０００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

⑴ 営 業 費 用 

⑵ 営 業 外 費 用 

ただし，利率見直し

方式で借り入れる資

金について，利率の見

直しを行った後にお

いては，当該見直し後

の利率 

据置を含め 40 年以内元利均等償還。ただ

し，融資先の条件に従うことができる。 

財政の都合により据置期間及び償還期限

を短縮し，若しくは，繰上償還又は低利に借

換えすることができる。 

⑶ 特 別 損 失 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 職員給与費７５９，８６４千円については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に

流用する場合は，議会の議決を経なければならない。 

（他会計からの補助金） 

第９条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，４８８，８７８千円である。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 
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令和８年度徳島市 旅客自動車運送事業会計予 算 
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令和８年度徳島市 旅客自動車運送事業会計予 算 
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 議案第１３号  

 

令和８年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算  

 

（総 則） 

第１条 令和８年度旅客自動車運送事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

⑴ 年 間 使 用 車 両 数   ３，６５０両（一日平均１０両） 

⑵ 年間運転キロメートル数 ３０６，０５７キロメートル 

⑶ 年 間 総 輸 送 人 員 １，０２７，１９９人 

⑷ 一 日 平 均 輸 送 人 員 １，００２，８１４人 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収       入 

第１款  旅客自動車運送事業収益 ４６３，４９８千円 

第１項  営 業 収 益 ２１１，８０１千円 

第２項  営 業 外 収 益 ２５１，６９７千円 

支       出 

第１款  旅客自動車運送事業費用 ５３７，３９６千円 

第１項  営 業 費 用 ５２２，２１１千円 

第２項  営 業 外 費 用 １４，１８５千円 

第３項  予 備 費 １，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４，２７２千円は，当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額２１０千円及び過年度分損益勘定留保資金４，０６２千円で補てんするものとする。） 
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 議案第１３号  

 

令和８年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算  

 

（総 則） 

第１条 令和８年度旅客自動車運送事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

⑴ 年 間 使 用 車 両 数   ３，６５０両（一日平均１０両） 

⑵ 年間運転キロメートル数 ３０６，０５７キロメートル 

⑶ 年 間 総 輸 送 人 員 １，０２７，１９９人 

⑷ 一 日 平 均 輸 送 人 員 １，００２，８１４人 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収       入 

第１款  旅客自動車運送事業収益 ４６３，４９８千円 

第１項  営 業 収 益 ２１１，８０１千円 

第２項  営 業 外 収 益 ２５１，６９７千円 

支       出 

第１款  旅客自動車運送事業費用 ５３７，３９６千円 

第１項  営 業 費 用 ５２２，２１１千円 

第２項  営 業 外 費 用 １４，１８５千円 

第３項  予 備 費 １，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４，２７２千円は，当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額２１０千円及び過年度分損益勘定留保資金４，０６２千円で補てんするものとする。） 
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収       入 

第１款  資 本 的 収 入 １８０千円 

第１項  補    助    金  １８０千円 

支       出 

第１款  資 本 的 支 出 ４，４５２千円 

第１項  建 設 改 良 費 ２，３１０千円 

第２項  企 業 債 償 還 金 ２，１４２千円 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は，５００，０００千円と定める。 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくは，これら以外の経費の金額に流用し，又は

これら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。 

⑴ 職 員 給 与 費 ３８５，１８４千円 

⑵ 交 際 費 ６１０，３００千円 

（他会計からの補助金） 

第７条 共済追加費用等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，２２５，０３７千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は，４０，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 徳 島 市 市 民 病 院 事 業 会 計 予 算 
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収       入 

第１款  資 本 的 収 入 １８０千円 

第１項  補    助    金  １８０千円 

支       出 

第１款  資 本 的 支 出 ４，４５２千円 

第１項  建 設 改 良 費 ２，３１０千円 

第２項  企 業 債 償 還 金 ２，１４２千円 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は，５００，０００千円と定める。 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくは，これら以外の経費の金額に流用し，又は

これら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。 

⑴ 職 員 給 与 費 ３８５，１８４千円 

⑵ 交 際 費 ６１０，３００千円 

（他会計からの補助金） 

第７条 共済追加費用等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，２２５，０３７千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第８条 たな卸資産の購入限度額は，４０，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 徳 島 市 市 民 病 院 事 業 会 計 予 算 
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議案第１４号  

 

令和８年度徳島市市民病院事業会計予算  

 

（総 則） 

第１条 令和８年度市民病院事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

⑴ 病 床 数 ３０７床 

⑵ 年 間 患 者 数 

ア 入 院 患 者 数 ９６，３６０人 

イ 外 来 患 者 数 １０２，６６６人 

⑶ 一 日 平 均 患 者 数 

ア 入 院 患 者 数 ２６４人 

イ 外 来 患 者 数 ４２６人 

⑷ 主要な建設改良事業 

     医療機械器具購入            ２６８，２５０千円 

     医 療 施 設 整 備             ８７，４００千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収       入 

第１款  病 院 事 業 収 益      １２，６６０，７１１千円 

第１項  医 業 収 益     １１，２９５，２９５千円 

第２項  医 業 外 収 益      １，３６０，４１６千円 

第３項  特 別 利 益          ５，０００千円 
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議案第１４号  

 

令和８年度徳島市市民病院事業会計予算  

 

（総 則） 

第１条 令和８年度市民病院事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

⑴ 病 床 数 ３０７床 

⑵ 年 間 患 者 数 

ア 入 院 患 者 数 ９６，３６０人 

イ 外 来 患 者 数 １０２，６６６人 

⑶ 一 日 平 均 患 者 数 

ア 入 院 患 者 数 ２６４人 

イ 外 来 患 者 数 ４２６人 

⑷ 主要な建設改良事業 

     医療機械器具購入            ２６８，２５０千円 

     医 療 施 設 整 備             ８７，４００千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収       入 

第１款  病 院 事 業 収 益      １２，６６０，７１１千円 

第１項  医 業 収 益     １１，２９５，２９５千円 

第２項  医 業 外 収 益      １，３６０，４１６千円 

第３項  特 別 利 益          ５，０００千円 
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支       出 

第１款  病 院 事 業 費 用      １３，１４１，１８２千円 

第１項  医 業 費 用     １２，７３８，７３１千円 

第２項  医 業 外 費 用        ３７２，４５１千円 

第３項  特 別 損 失         ２５，０００千円 

第４項  予 備 費          ５，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４０８，１１３千円は，当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額５，２４３千円及び過年度分損益勘定留保資金４０２，８７０千円で補てんするものとする。） 

収       入 

第１款  資 本 的 収 入         ９７９，８１２千円 

第１項  企 業 債        ３４９，４００千円 

第２項  負 担 金        ６３０，４１２千円 

支       出 

第１款  資 本 的 支 出       １，３８７，９２５千円 

第１項  建 設 改 良 費        ３５８，３５８千円 

第２項  企 業 債 償 還 金      １，０２９，５６７千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。 

     事  項               期  間               限 度 額 

  包括業務委託            令和８年度から令和１１年度まで     １，３７９，１９７千円 

（企業債） 

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額              起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

医療機械器具等整備事業 ２６８，２５０千円 普通貸借又は証券発行       5.0％以内  

医 療 施 設 整 備 事 業  ８７，４００千円 

 

 

 

 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は，１，５００，０００千円と定める。 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくは，これら以外の経費の金額に流用し，又は

これら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。 

⑴ 職 員 給 与 費        ６，１７５，５２９千円 

⑵ 交 際 費              ３００千円 

（他会計からの補助金） 

第９条 共済追加費用等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，３４０，５５６千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第10条 たな卸資産の購入限度額は，１，８２７，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

ただし，利率見直し

方式で借り入れる資 

金について，利率の見

直しを行った後にお 

いては，当該見直し後 

の利率 

据置を含め 30 年以内元利均等償還。ただ

し，融資先の条件に従うことができる。 

財政の都合により据置期間及び償還期限 

を短縮し，若しくは，繰上償還又は低利に借

換えすることができる。 
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支       出 

第１款  病 院 事 業 費 用      １３，１４１，１８２千円 

第１項  医 業 費 用     １２，７３８，７３１千円 

第２項  医 業 外 費 用        ３７２，４５１千円 

第３項  特 別 損 失         ２５，０００千円 

第４項  予 備 費          ５，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４０８，１１３千円は，当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額５，２４３千円及び過年度分損益勘定留保資金４０２，８７０千円で補てんするものとする。） 

収       入 

第１款  資 本 的 収 入         ９７９，８１２千円 

第１項  企 業 債        ３４９，４００千円 

第２項  負 担 金        ６３０，４１２千円 

支       出 

第１款  資 本 的 支 出       １，３８７，９２５千円 

第１項  建 設 改 良 費        ３５８，３５８千円 

第２項  企 業 債 償 還 金      １，０２９，５６７千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。 

     事  項               期  間               限 度 額 

  包括業務委託            令和８年度から令和１１年度まで     １，３７９，１９７千円 

（企業債） 

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額              起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

医療機械器具等整備事業 ２６８，２５０千円 普通貸借又は証券発行       5.0％以内  

医 療 施 設 整 備 事 業  ８７，４００千円 

 

 

 

 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は，１，５００，０００千円と定める。 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくは，これら以外の経費の金額に流用し，又は

これら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。 

⑴ 職 員 給 与 費        ６，１７５，５２９千円 

⑵ 交 際 費              ３００千円 

（他会計からの補助金） 

第９条 共済追加費用等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，３４０，５５６千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第10条 たな卸資産の購入限度額は，１，８２７，０００千円と定める。 

 

令和８年３月５日提出 

徳 島 市 長   遠 藤 彰 良 

 

ただし，利率見直し

方式で借り入れる資 

金について，利率の見

直しを行った後にお 

いては，当該見直し後 

の利率 

据置を含め 30 年以内元利均等償還。ただ

し，融資先の条件に従うことができる。 

財政の都合により据置期間及び償還期限 

を短縮し，若しくは，繰上償還又は低利に借

換えすることができる。 
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